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第４ 消防用設備等の設置単位 
 

１  防 火 対 象 物 に 係 る 消 防 用 設 備 等 の 設 置 単 位 に つ い て  

(１ ) 建 築 物 で あ る 防 火 対 象 物 に 係 る 消 防 用 設 備 等 の 設 置 単 位 に つ い て は 、特

段 の 規 定（ 令 第 ８ 条 、第 ９ 条 、第 ９ 条 の ２ 、第 19条 第 ２ 項 、第 27条 第 ２ 項 ）

の な い 限 り 、 棟 で あ り 、 敷 地 で は な い こ と 。  

(２ ) 棟 と は 、 原 則 と し て 独 立 し た 一 の 建 築 物 （ 屋 根 及 び 柱 若 し く は 壁 を 有 す

る も の ） 又 は 二 以 上 の 独 立 し た 一 の 建 築 物 が 渡 り 廊 下 等 で 相 互 に 接 続 さ れ

て 一 体 と な っ た も の を い う こ と 。  

(３ ) 令 第 ８ 条 に 定 め る 区 画 の 取 扱 い に つ い て は 、 次 の ２ か ら ５ に よ る こ と 。  

 

２  開 口 部 の な い 耐 火 構 造 の 床 又 は 壁 で 区 画 さ れ て い る 場 合（ 令 第 ８ 条 第 １ 号 、

規 則 第 ２ 条 の ２ ）  

  防 火 対 象 物 が 開 口 部 の な い 耐 火 構 造 の 床 又 は 壁 で 区 画 さ れ る 場 合 に お い て 、

次 の（ １ ）及 び (２ )に 適 合 す る 場 合 は 、そ れ ぞ れ 別 の 防 火 対 象 物 と し て 取 り 扱

う こ と が で き る こ と 。  

(１ ) 令 第 ８ 条 第 １ 号 の 区 画 の 構 造 に つ い て  

令 第 ８ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 区 画 （ 以 下 「 令 ８ － １ 号 区 画 」 と い う 。） の 構

造 は 、 次 に よ る こ と 。  

ア  鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 、鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 、壁 式 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト

造（ 壁 式 プ レ キ ャ ス ト 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 を 含 む 。）、プ レ キ ャ ス ト コ ン ク

リ ー ト カ ー テ ン ウ ォ ー ル 、軽 量 気 泡 コ ン ク リ ー ト（ Ａ Ｌ Ｃ ）パ ネ ル 等 の 堅

牢 か つ 容 易 に 変 更 で き な い 耐 火 構 造 で あ る こ と 。  

  な お 、軽 量 気 泡 コ ン ク リ ー ト パ ネ ル な ど 工 場 生 産 さ れ た 部 材 等 に よ る 施

工 方 法 を 用 い る 場 合 は 、モ ル タ ル 塗 り 等 に よ る 仕 上 げ 、目 地 部 分 へ の シ ー

リ ン グ 材 等 の 充 て ん 等 に よ り 、適 切 に 煙 漏 洩 防 止 対 策 が 講 じ ら れ る よ う 留

意 す る こ と 。  

イ  建 基 令 第 107条 第 １ 号 の 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 号 に 定 め る 通 常 の 火

災 時 の 火 熱 が ２ 時 間 以 上 加 え ら れ た 場 合 に 、 構 造 耐 力 上 支 障 の あ る 変 形 、

溶 融 、 破 壊 そ の 他 の 損 傷 を 生 じ な い も の で あ る こ と 。  
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建基令第 107 条の通常の火災時の火熱に耐える性能（以下「耐火性能」という。）表 

建築物の部分 
構造耐力上支障のある変形などの損傷を生じな

いことの加熱時間（非損傷性） 

加熱面以

外の屋内

面が可燃

物燃焼温

度以上に

上昇しな

いことの

加熱時間

(遮熱性) 

屋外へ火

炎を出す

原因のき

裂などの

損傷を生

じないこ

との加熱

時間 

(遮炎性) 

 

最 上 

階･最上 

階 か ら 

２ ～ ４ 

の階 

最 上 階 

から 

５ ～ ９ 

の階 

最 上 階 

から 

10～ 14 

の階 

最 上 階 

から 

15～ 19 

の階 

最 上 階 

から 

20 以上 

の階 

壁 

間仕

切壁 

耐力壁 １時間 1.5時間 ２時間 ２時間 ２時間 

１時間 

― 
非耐力壁 ― 

外壁 

耐力壁 １時間 1.5時間 ２時間 ２時間 ２時間 

１時間 非耐力壁 

(延焼部分) 
― 

非耐力壁 

(延焼外部分) 
― 30 分間 30 分間 

柱 １時間 1.5時間 ２時間 2.5時間 ３時間 ―  ― 

床 １時間 1.5時間 ２時間 ２時間 ２時間 １時間 ― 

はり １時間 1.5時間 ２時間 2.5時間 ３時間 ― ― 

屋根 30 分間 ― 30 分間 

階段 30 分間 ― ― 

 

ウ  令 ８ － １ 号 区 画 の 耐 火 構 造 の 床 又 は 壁 の 両 端 又 は 上 端 は 、当 該 防 火 対 象

物 の 外 壁 又 は 屋 根 か ら 50㎝ 以 上 突 き 出 し て い る こ と 。（ 第 ４ － １ 図 参 照 ）

た だ し 、 次 の (ア )又 は (イ )に 該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － １ 図  

 

（平面図） 

50 ㎝以上 

50 ㎝以上 

開口部の制限なし 

50 ㎝以上 

（立面図） 

（ 凡 例 ）  

     耐 火 性 能 は ２ 時 間 以 上  

     イ の 表 に 規 定 す る 耐 火 性 能 の 時 間 以 上  

（断面図） 

50 ㎝以上 

ＧＬ 

令８－１号区画 
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(ア ) 令 ８ － １ 号 区 画 を 設 け た 部 分 の 外 壁 又 は 屋 根 が 、 当 該 令 ８ － １ 号 区 画

を 含 む 幅 3.6ｍ 以 上 の 範 囲 は 耐 火 構 造 で あ り 、か つ 、こ れ ら の 部 分 に 開 口

部 が な い こ と 。（ 第 ４ － ２ 図 参 照 ）  

な お 、 令 ８ － １ 号 区 画 を 介 し て 両 側 に そ れ ぞ れ 1.8ｍ 以 上 の 部 分 が 耐

火 構 造 と な っ て い る こ と 。 ☜  

ま た 、耐 火 性 能 は 、建 基 法 に お い て 当 該 外 壁 又 は 屋 根 に 要 求 さ れ る 耐

火 性 能 時 間 以 上 の 耐 火 性 能 を 有 す れ ば 足 り る も の で あ る こ と 。  

（ イ の 表 参 照 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － ２ 図  

 

(イ ) (ア )の範囲に 開口部（面積の小さ い通気口、換気口等 を含む。）を

設 け る場 合 は 、 防 火 設 備 とし 、 か つ 、 当 該 開 口部 相 互 が 令 ８ － １ 号

区 画 を 介 し て 90㎝ 以 上 離 れ て い る こ と 。（ 第 ４ － ３ ～ ６ 図 参 照 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － ３ 図  

 

（立体図） 3.6ｍ以上 

1.8ｍ以上☜ 
令８－１号区画 

☜ ☜ 

3.6ｍ以上 

1.8ｍ以上 1.8ｍ以上 

90 ㎝以上 

防火設備 
3.6ｍ以上 

開口部の制限なし 

防火設備 

90 ㎝ 以上 

:防火設備 
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第 ４ － ４ 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － ５ 図  

:防火設備 

90 ㎝以上 

3.6ｍ以上 

3.6ｍ以上 

90 ㎝ 以上 

（平面図） （立体図） 

3.6ｍ以上 

換気口等 

:防火設備 

1.8ｍ以上☜ 

1.8ｍ以上☜ 

50 ㎝ 

以上 

ａ 

開口部の制限なし 
ｂ 

（立体図） 

90cm 以上 

防火設備 床 
令８－１号区画 

上階 

下階 

50 ㎝以上 

（ａ部分断面図） 

床 
令８－１号区画 

上階 

下階 

90 ㎝以上 

（ｂ部分断面図） 

3.6ｍ以上 
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第 ４ － ６ 図  

 

エ  令 ８ － １ 号 区 画 を 設 け た 部 分 の 外 壁 面 に 軒 、 ひ さ し 、 吹 き さ ら し 廊 下 、

バ ル コ ニ ー 若 し く は ベ ラ ン ダ そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の（ 以 下「 軒 等 」と

い う 。） が 存 す る 場 合 は 、 床 面 積 に 算 入 さ れ る 部 分 の 最 先 端 部 を 外 壁 面 と

み な し て 当 該 壁 面 ま で 令 ８ － １ 号 区 画 の 耐 火 構 造 の 壁 を 設 け 、か つ 、当 該

壁 面 の 両 側 又 は 上 端 は ウ に よ り 措 置 す る こ と 。  

 オ  令 ８ － １ 号 区 画 を 設 け た 部 分 の 外 壁 面 に ピ ロ テ ィ 及 び ポ ー チ（ 以 下「 ピ

ロ テ ィ 等 」） と い う 。） が 存 す る 場 合 は 、 次 に よ る こ と 。  

な お 、軒 等 の 下 部 を 車 路 と し て 使 用 す る 場 合 、当 該 部 分 は 原 則 と し て 床

面 積 に 算 入 さ れ る こ と と な る が 、車 路 を ピ ロ テ ィ 等 に 準 じ て 次 の い ず れ か

に 適 合 さ せ る 場 合 は 、車 路 と し て 使 用 す る 部 分 に 限 り 、エ に よ ら な い こ と

が で き る こ と 。  

(ア ) ピ ロ テ ィ 等 の 奥 行 き が ２ ｍ 以 下 の 場 合 は 、 令 ８ － １ 号 区 画 の 耐 火 構

造 の 床 又 は 壁 の 両 端 又 は 上 端 は 、 ウ に よ り 措 置 す る こ と 。  

（ 第 ４ － ７ 図 参 照 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＧＬ 

90 ㎝ 

以上 

防火設備 

90 ㎝以上 

令８－１区画 

（断面図） 

3.6ｍ以上 

3.6ｍ以上 

50 ㎝以上 
90㎝以上 

3.6ｍ以上 

 

50㎝以上 

 

２ｍ以下 

 

（立体図） 
50cm 以上 

:防火設備 
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第 ４ － ７ 図  

 

(イ ) ピ ロ テ ィ 等 の 奥 行 き が ２ ｍ を 超 え る 場 合 は 、 ピ ロ テ ィ 等 の 先 端 か ら

２ ｍ 後 退 し た 線 を 外 壁 面 と み な し て ウ に よ り 措 置 す る こ と 。  

（ 第 ４ － ８ 図 参 照 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － ８ 図  

 

カ  令 ８ － １ 号 区 画 を 設 け た 部 分 の 外 壁 面 が 、セ ッ ト バ ッ ク し て い る 場 合 は

次 に よ る こ と 。  

(ア ) 下 階 が セ ッ ト バ ッ ク し て い る 場 合 は 、ウ .(ア )又 は (イ )に よ り 措 置 す

る こ と 。（ 第 ４ － ９ 図 参 照 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         第 ４ － ９ 図  

（断面図） 

ＧＬ 

90 ㎝ 

以上 

3.6ｍ以上 

防火設備 

令８－１号区画 

（平面図） 

90cm 以上 

50 ㎝以上 

ピロティ等 
２ｍ以下 

令８－１号 

区画 

防火設備 

令８－１号 

区画 

50 ㎝以上 

50 ㎝以上 

３ｍ 

３ｍ 

令８－１号区画 

（立面図） （平面図） 

２ｍ 

２ｍ以上 

3.6ｍ以上 

仮想外壁ライン 
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(イ ) 上 階 が セ ッ ト バ ッ ク し て い る 場 合 で 、次 に 該 当 す る 場 合 は 、ウ に 適 合

し て い る も の と す る 。（ 第 ４ － 10図 参 照 ）  

な お 、 該 当 し な い 場 合 は 、 ウ .(ア )又 は (イ )に よ り 措 置 す る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － 10 図  

 

キ  階 段 等 を 設 け る 場 合 は 、 次 に よ る こ と 。（ 第 ４ － 11図 参 照 ）  

(ア ) 階 段 等 の 避 難 経 路 は 、 令 ８ － １ 号 区 画 さ れ た 部 分 ご と に 専 用 と す る

こ と 。  

(イ ) 令 ８ － １ 号 区 画 を 介 し て 外 壁 面 に 屋 外 階 段 を 設 け る 場 合 は 、 当 該 階

段 の 周 囲 90㎝ 以 内 は 耐 火 構 造 と し 、 開 口 部 を 設 け な い こ と 。 ☜  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － 11図  

 

 

 

 

（立面図） 

90 ㎝以上☜ 

3.6ｍ以上 

:防火設備 

90 ㎝以上☜ 

3.6ｍ以上 

（断面図） 

ａ＋ｂ＝3.6ｍ以上の場合 

3.6ｍ以上 

開口部制限無し 

令８－１号区画 

ＧＬ 

ａ 

ｂ 
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(２ ) 令 ８ － １ 号 区 画 を 貫 通 す る 配 管 及 び 貫 通 部（ 以 下「 配 管 等 」と い う 。）に

つ い て  

令 ８ － １ 号 区 画 を 配 管 が 貫 通 す る こ と は 、 原 則 と し て 認 め ら れ な い も の

で あ る 。し か し 、必 要 不 可 欠 な 配 管 で あ っ て 、当 該 区 画 を 貫 通 す る 配 管 等 に

つ い て 、 開 口 部 の な い 耐 火 構 造 の 床 又 は 壁 に よ る 区 画 と 同 等 と み な す こ と

が で き る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 区 画 の 貫 通 が 認 め ら れ る も の と す る 。 こ の

場 合 に お い て 、令 ８ － １ 号 区 画 を 貫 通 す る 配 管 等 に つ い て は 次 に よ る こ と 。

た だ し 、（ 一 財 ）日 本 消 防 設 備 安 全 セ ン タ ー 等 に お い て 性 能 評 定 を 受 け た 工

法 で 施 工 さ れ る 場 合 に あ っ て は 、 こ の 限 り で は な い 。  

ア  配 管 の 用 途 は 、原 則 と し て 給 排 水 管 で あ る こ と 。（ ガ ス 配 管 は 認 め ら れ

な い 。）  

な お 、排 水 管 に 付 属 す る 通 気 管 に つ い て は 、令 ８ － １ 号 区 画 を 貫 通 さ せ

る こ と が で き る こ と 。  

イ  電 気 配 線（ 弱 電 配 線 等 を 含 む 。）が 令 ８ － １ 号 区 画 を 介 し て 両 側 の そ れ

ぞ れ １ ｍ 以 上 の 部 分 を 耐 火 構 造 の 床 又 は 壁 に 金 属 管 （ 呼 び 径 25㎜ 以 下 に

限 る 。）で 埋 設 さ れ 、か つ 、埋 設 口 及 び 配 線 と の す き ま が 不 燃 材 料 で 完 全

に 充 て ん さ れ て い る 場 合 に は 、 当 該 区 画 を 貫 通 す る こ と が で き る も の と

す る 。（ 第 ４ － 12図 参 照 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － 12 図  

 

ウ  一 の 配 管 は 、 呼 び 径 200㎜ 以 下 の も の で あ る こ と 。（ 第 ４ － 13図 参 照 ）  

エ  配 管 を 貫 通 さ せ る た め に 令 ８ － １ 号 区 画 に 設 け る 開 口 部 が 直 径 300㎜

以 下 と な る 工 法 で あ る こ と 。  

な お 、当 該 貫 通 部 の 形 状 が 矩 形 と な る も の に あ っ て は 、直 径 が 300㎜ の

円 に 相 当 す る 面 積 以 下 で あ る こ と 。（ 第 ４ － 14図 参 照 ）  

ま た 、貫 通 部 の 内 部 の 断 面 積 が 、貫 通 す る 開 口 部 の 直 径 が 300㎜ の 円 の

面 積 以 下 で あ る 場 合 、 当 該 貫 通 部 に 複 数 の 配 管 を 貫 通 さ せ る こ と が で き

る も の で あ る こ と 。  

 

 

 

１ｍ以上 １ｍ以上 

耐火構造の床又は壁 

電気配線 

不燃材料で完全に充てん 

令８－１号区画 

金属管（呼び径 25 ㎜以下に限る。） 
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第 ４ － 13図               第 ４ － 14図  

 

オ 配管を貫通させるために令８－１号区画に設ける開口部相互の離隔距離は、当該貫通

するために設ける開口部の直径の大なる方の距離（当該直径が200㎜以下の場合にあっ

ては、200㎜）以上であること。（第４－15図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － 15図  

 

カ  令 ８ － １ 号 区 画 を 貫 通 す る こ と が で き る 配 管 等 に つ い て は 、 次 に よ る

こ と 。  

令 ８ － １ 号 区 画 を 貫 通 し て い る 部 分 及 び そ の 両 側 １ ｍ 以 上 の 範 囲 は 、

鋼 管 又 は 鋳 鉄 管 （ 以 下 「 鋼 管 等 」 と い う 。） と し 、 次 に よ る こ と 。  

（ 第 ４ － 16図 参 照 ）  

(ア ) 鋼 管 等 の 種 類 は 次 に 掲 げ る も の で あ る こ と 。  

    ａ  JIS G 3442（ 水 配 管 用 亜 鉛 め っ き 鋼 管 ）  

ｂ  JIS G 3448（ 一 般 配 管 用 ス テ ン レ ス 鋼 管 ）  

ｃ  JIS G 3452（ 配 管 用 炭 素 鋼 鋼 管 ）  

ｄ  JIS G 3454（ 圧 力 配 管 用 炭 素 鋼 鋼 管 ）  

令８－１号区画に設ける貫通のための開口部 

直径 300 ㎜以下 円形 

矩形 

面積が概ね 700 ㎠以下 

直径 300 ㎜の円に

相当する面積以下 

令８－１号区画に設ける開口部及び配管 

ａ 

ａ：配管直径 200 ㎜以下 

ｂ：開口部の直径 300 ㎜以下 

ｂ 

開口部相互の離隔距離 令８区画の端部と開口部の離隔距離 

ａ 

ｂ 

ｃ 

ｂ及びｃは、ａの直径（ａが200㎜より小

の場合は200㎜とする。）以上とすること

が望ましい。 

ｃ 

ａ ｂ 

ａ：開口部の直径㎜（300㎜以下） 

ｂ：開口部の直径㎜（300㎜以下） 

ｃ：開口部の相互の離隔距離 

ｃは、次の条件を満たすこと。 

・ｃ≧Max ａ or ｂ 

・ｃ≧200㎜ 
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ｅ  JIS G 3459（ 配 管 用 ス テ ン レ ス 鋼 管 ）  

    ｆ  JIS G 5525（ 排 水 用 鋳 鉄 管 ）  

ｇ  日 本 水 道 協 会 規 格（ 以 下「 JWWA」と い う 。）Ｋ 116（ 水 道 用 硬 質 塩 化

ビ ニ ル ラ イ ニ ン グ 鋼 管 ）  

ｈ  JWWAＫ 132（ 水 道 用 ポ リ エ チ レ ン 粉 体 ラ イ ニ ン グ 鋼 管 ）  

ｉ  JWWAＫ 140（ 水 道 用 耐 熱 性 硬 質 塩 化 ビ ニ ル ラ イ ニ ン グ 鋼 管 ）  

ｊ  日 本 水 道 協 会 規 格（ 以 下「 WSP」と い う 。） 011（ フ ラ ン ジ 付 硬 質 塩

化 ビ ニ ル ラ イ ニ ン グ 鋼 管 ）  

ｋ  WSP032（ 排 水 用 ノ ン タ ー ル エ ポ キ シ 塗 装 鋼 管 ）  

ｌ  WSP039（ フ ラ ン ジ 付 ポ リ エ チ レ ン 粉 体 ラ イ ニ ン グ 鋼 管 ）  

ｍ  WSP042（ 排 水 用 硬 質 塩 化 ビ ニ ル ラ イ ニ ン グ 鋼 管 ）  

ｎ  WSP054（ フ ラ ン ジ 付 耐 熱 性 樹 脂 ラ イ ニ ン グ 鋼 管 ）  

ｏ  そ の 他 こ れ ら に 類 す る 鋼 管 等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － 16図  

 

(イ ) 令 ８ － １ 号 区 画 を 貫 通 す る 鋼 管 等 が 、 貫 通 部 か ら １ ｍ 以 内 と な る 部

分 の 排 水 管 に 衛 生 機 器 を 接 続 す る 場 合 は 、 次 に よ る こ と 。  

ａ  衛 生 機 器 の 材 質 は 、 不 燃 材 料 で あ る こ と 。  

ｂ  排 水 管 と 衛 生 機 器 の 接 続 部 に 使 用 す る 塩 化 ビ ニ ル 製 の 排 水 ソ ケ ッ

ト 及 び ゴ ム パ ッ キ ン は 、 不 燃 材 料 の 衛 生 機 器 と 床 材 で 覆 わ れ て い る

こ と 。  

(ウ ) 貫 通 部 の 処 理  

ａ  セ メ ン ト モ ル タ ル に よ る 方 法  

(ａ ) 日 本 建 築 学 会 建 築 工 事 標 準 仕 様 書 (JASS)1 5「 左 官 工 事 」 に よ る

セ メ ン ト と 砂 を 容 積 で １ 対 ３ の 割 合 で 十 分 か ら 練 り し 、 こ れ に 最

小 限 の 水 を 加 え 、 十 分 混 練 り す る こ と 。  

 

令８－１号区画 

１ｍ以上 

１ｍ以上 

１ｍ以上 

鋼

管

等 

鋼

管

等 

令８－１号区画 

１ｍ以上 
１ｍ 

以上 

１ｍ 

以上 

PS 共用廊下 
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(ｂ ) 貫 通 部 の 裏 側 の 面 か ら 板 等 を 用 い て 仮 押 さ え し 、 セ メ ン ト モ ル

タ ル を 他 方 の 面 と 面 一 に な る ま で 十 分 密 に 充 て ん す る こ と 。  

(ｃ ) セ メ ン ト モ ル タ ル 硬 化 後 は 、 仮 押 さ え に 用 い た 板 等 を 取 り 除 く

こ と 。  

ｂ  ロ ッ ク ウ ー ル に よ る 方 法  

(ａ ) JIS A 9504(人 造 鉱 物 繊 維 保 温 材 )に 規 定 す る ロ ッ ク ウ ー ル 保 温

材（ 充 て ん 密 度 150㎏ /㎥ 以 上 の も の に 限 る 。)又 は ロ ッ ク ウ ー ル 繊

維（ 充 て ん 密 度 150㎏ /㎥ 以 上 の も の に 限 る 。)を 利 用 し た 乾 式 吹 き

付 け ロ ッ ク ウ ー ル 又 は 湿 式 吹 き 付 け ロ ッ ク ウ ー ル で 隙 間 を 充 て ん

す る こ と 。  

(ｂ ) ロ ッ ク ウ ー ル 充 て ん 後 、25㎜ 以 上 の ケ イ 酸 カ ル シ ウ ム 板 又 は 0.5

㎜ 以 上 の 鋼 板 を 床 又 は 壁 と 50㎜ 以 上 重 な る よ う に 貫 通 部 に 蓋 を し 、

ア ン カ ー ボ ル ト 、 コ ン ク リ ー ト 釘 等 で 固 定 す る こ と 。  

(エ ) 可 燃 物 へ の 着 火 防 止 措 置 配 管 等 の 表 面 か ら 150㎜ の 範 囲 に 可 燃 物 が

存 す る 場 合 に は 、 次 の ａ 又 は ｂ の 措 置 を 講 じ る こ と 。  

ａ  可 燃 物 へ の 接 触 防 止 措 置 と し て 、 次 の (ａ )に 掲 げ る 被 覆 材 を (ｂ )

に 定 め る 方 法 に よ り 被 覆 す る こ と 。  

(ａ ) 被 覆 材  

ロ ッ ク ウ ー ル 保 温 材（ 充 て ん 密 度 150㎏ /㎥ 以 上 の も の に 限 る 。)

又 は こ れ と 同 等 以 上 の 耐 熱 性 を 有 す る 材 料 で 造 っ た 厚 さ 25㎜ 以 上

の 保 温 筒 、 保 温 帯 等 と す る こ と 。  

(ｂ ) 被 覆 方 法  

床 を 貫 通 す る 場 合  

 

 

 

 

 

 

 

壁 を 貫 通 す る 場 合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鋼管等の呼び径 被覆の方法 

100以下 
貫通部の床の上面から上方 60㎝の範囲に一重

に被覆する。 

100を超え200以下 

貫通部の床の上面から上方 60㎝の範囲に一重

に被覆し、さらに、床の上方30㎝の範囲には、

もう一重被覆する。 

鋼管等の呼び径 被覆の方法 

100以下 
貫通部の壁の両面から左右 30㎝の範囲に一重

に被覆する。 

100を超え200以下 

貫通部の壁の両面から左右 60㎝の範囲に一重

に被覆し、さらに、壁の両面から左右30㎝の範

囲には、もう一重被覆する。 
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ｂ  給 排 水 管 の 着 火 防 止 措 置 は 次 の (ａ )又 は (ｂ )に 該 当 す る こ と 。  

(ａ ) 当 該 給 排 水 管 の 内 部 が 、 常 に 充 水 さ れ て い る も の で あ る こ と 。  

(ｂ ) 可 燃 物 が 直 接 接 触 し な い こ と 。ま た 、配 管 等 の 表 面 か ら 150㎜ の

範 囲 内 に 存 在 す る 可 燃 物 に あ っ て は 、 木 軸 又 は 合 板 等 の 構 造 上 必

要 最 小 限 の も の で あ り 、 給 排 水 管 か ら の 熱 伝 導 に よ り 容 易 に 着 火

し な い も の で あ る こ と 。  

(オ ) 配 管 等 を 保 温 す る 場 合 に あ っ て は 、 次 の ａ 又 は ｂ に よ る こ と 。  

ａ  保 温 材 と し て (エ ).ａ .(ａ )に 掲 げ る 材 料 を 用 い る こ と 。  

ｂ  給 排 水 管 に あ っ て は 、 JIS A 9504（ 人 造 鉱 物 繊 維 保 温 材 ） に 規 定

す る グ ラ ス ウ ー ル 保 温 材 又 は こ れ と 同 等 以 上 の 耐 熱 性 及 び 不 燃 性 を

有 す る 保 温 材 を 用 い て も さ し つ か え な い こ と 。こ の 場 合 に お い て 、ウ

及 び エ の 規 定 に つ い て 、 特 に 留 意 さ れ た い こ と 。  

(カ ) 配 管 等 が 令 ８ － １ 号 区 画 を 貫 通 す る 部 分 及 び そ の 両 側 １ ｍ 以 内 の 範

囲 に お い て 接 続 す る 場 合 に は 、 次 に 掲 げ る 方 法 又 は こ れ と 同 等 以 上 の

性 能 を 有 す る 方 法 に よ り 接 続 す る こ と 。 ま た 、 配 管 等 は 、 令 ８ － １ 号

区 画 を 貫 通 し て い る 部 分 に お い て 接 続 し な い こ と 。 た だ し 、 ｂ に 掲 げ

る 方 法 は 、 立 管 又 は 横 枝 管 の 接 続 に 限 り 、 用 い る こ と が で き る こ と 。  

な お 、 耐 火 二 層 管 と 耐 火 二 層 管 以 外 の 管 と の 接 続 部 に は 、 耐 火 二 層

管 の 施 工 方 法 に よ り 必 要 と さ れ る 目 地 工 法 を 行 う こ と 。  

ａ  メ カ ニ カ ル 接 続  

(ａ ) ゴ ム 輪 （ ロ ッ ク パ ッ キ ン 、 ク ッ シ ョ ン パ ッ キ ン 等 を 含 む 。 以 下

同 じ 。 )を 挿 入 管 の 差 し 口 に は め 込 む こ と 。  

(ｂ ) 挿 入 管 の 差 し 口 端 分 を 受 け 口 の 最 奥 部 に 突 き 当 た る ま で 挿 入 す

る こ と 。  

(ｃ ) 予 め 差 し 口 に は め 込 ん だ ゴ ム 輪 を 受 け 口 と 差 し 口 と の 間 に ね じ

れ が な い よ う に 挿 入 す る こ と 。  

(ｄ ) 押 し 輪 又 は フ ラ ン ジ で 押 さ え る こ と 。  

(ｅ ) ボ ル ト 及 び ナ ッ ト で 周 囲 を 均 等 に 締 め 付 け 、 ゴ ム 輪 を 挿 入 管 に

密 着 さ せ る こ と 。  

ｂ  差 込 み 式 ゴ ム リ ン グ 接 続  

(ａ ) 受 け 口 管 の 受 け 口 の 内 面 に シ ー ル 剤 を 塗 布 す る こ と 。  

(ｂ ) ゴ ム リ ン グ を 所 定 の 位 置 に 差 し 込 む こ と 。  

な お 、こ こ で 用 い る ゴ ム リ ン グ は 、Ｅ Ｐ Ｄ Ｍ (エ チ レ ン プ ロ ピ レ

ン ゴ ム )又 は こ れ と 同 等 の 硬 さ 、引 っ 張 り 強 さ 、耐 熱 性 、耐 老 化 性

及 び 圧 縮 永 久 歪 み を 有 す る ゴ ム で 造 ら れ た も の と す る こ と 。  

(ｃ ) ゴ ム リ ン グ の 内 面 に シ ー ル 剤 を 塗 布 す る こ と 。  

(ｄ ) 挿 入 管 の 差 し 口 に シ ー ル 剤 を 塗 布 す る こ と 。  

(ｅ ) 受 け 口 の 最 奥 部 に 突 き 当 た る ま で 差 し 込 む こ と 。  

ｃ  袋 ナ ッ ト 接 続  

(ａ ) 袋 ナ ッ ト を 挿 入 管 差 し 口 に は め 込 む こ と 。  

(ｂ ) ゴ ム 輪 を 挿 入 管 の 差 し 口 に は め 込 む こ と 。  
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(ｃ ) 挿 入 管 の 差 し 口 端 部 を 受 け 口 の 最 奥 部 に 突 き 当 た る ま で 挿 入 す

る こ と 。  

(ｄ ) 袋 ナ ッ ト を 受 け 口 に ね じ 込 む こ と 。  

ｄ  ね じ 込 み 式 接 続  

(ａ ) 挿 入 管 の 差 し 口 端 外 面 に 管 用 テ ー パ お ネ ジ を 切 る こ と 。  

(ｂ ) 接 合 剤 を ネ ジ 部 に 塗 布 す る こ と 。  

(ｃ ) 継 手 を 挿 入 管 に ね じ 込 む こ と 。  

ｅ  フ ラ ン ジ 接 続  

(ａ ) 配 管 の 芯 出 し を 行 い 、 ガ ス ケ ッ ト を 挿 入 す る こ と 。  

(ｂ ) 仮 締 め を 行 い 、 ガ ス ケ ッ ト が 中 央 の 位 置 に 納 ま っ て い る こ と を

確 認 す る こ と 。  

(ｃ ) 上 下 、 次 に 左 右 の 順 で 、 対 称 位 置 の ボ ル ト を 数 回 に 分 け て 少 し

ず つ 締 め つ け 、 ガ ス ケ ッ ト に 均 一 な 圧 力 が か か る よ う に 締 め つ け

る こ と 。  

キ  配 管 等 の 支 持 は 、 接 続 部 の 近 傍 を 支 持 す る ほ か 、 必 要 に 応 じ て 支 持 す

る こ と 。  

（ 参 考 ） 施 工 方 法 の 例 (鋼 管 等 の 表 面 の 近 く に 可 燃 物 が あ る 場 合 ) 
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ガ ス 配 管 の 令 ８ -１ 号 区 画 と 認 め ら れ る 貫 通 事 例  

 ケース１ 地中埋設 ケース２ 屋外配管 

断

面

図 

  

平

面

図 

  

令８－１号区画 

ＧＬ 

ガス配管 Ｇ 

Ⓜ Ⓜ 

Ｇ Ｇ 

Ⓜ Ⓜ 

Ｇ Ｇ 

ＧＬ 

Ⓜ 

Ⓜ 

Ⓜ 

Ⓜ 

Ｇ 

Ｇ 

Ｇ 
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ガ ス 配 管 の 令 ８ -１ 号 区 画 と 認 め ら れ る 貫 通 事 例  

 ケース３ 専用耐火パイプシャフト ケース４ 専用シャフトを設けた場合 

断

面

図 

  

平

面

図 

  

令８－１号区画 

ＧＬ 

ガス配管 Ｇ 

Ⓜ 

Ⓜ 

Ｇ 

Ｇ 

ＧＬ 

Ⓜ 

Ⓜ 

Ｇ 

Ｇ Ⓜ 

２時間耐火 

開口部なし 

Ⓜ 

２時間耐火 

開口部なし 

パイプシャフト 
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ガ ス 配 管 の 令 ８ -１ 号 区 画 と 認 め ら れ な い 貫 通 事 例  

 ケース１ 専用配管 ケース２ 二重スラブ方式 

断

面

図 

  

平

面

図 

  

令８－１号区画 

ＧＬ 

ガス配管 Ｇ 

Ⓜ Ⓜ 

Ｇ 

Ｇ 

ＧＬ 

Ⓜ 

Ｇ 

Ｇ 

Ⓜ 

Ⓜ 

Ⓜ 

Ⓜ 

Ⓜ 

Ⓜ 

パイプシャフト パイプシャフト 

Ｇ 

Ｇ 
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３  火 熱 遮 断 壁 等 で 区 画 さ れ て い る 場 合 （ 令 第 ８ 条 第 ２ 号 、 規 則 第 ５ 条 の ３ 第

１ 項 及 び 第 ２ 項 第 １ 号 ）   

建 基 法 第 21条 第 ３ 項 、 同 法 第 27条 第 ４ 項 （ 同 法 第 87条 第 ３ 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。） 又 は 同 法 第 61条 第 ２ 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に お い て 、

次 の (１ )か ら (３ )に 適 合 す る 場 合 は 、 別 の 防 火 対 象 物 と し て 取 り 扱 う こ と が

で き る こ と 。  

(１ ) 「 壁 等 の 構 造 方 法 を 定 め る 件 」（ 令 和 ６ 年 国 土 交 通 省 告 示 第 227号 ） に 定

め る 「 火 災 の 発 生 の お そ れ の 少 な い 室 又 は 通 行 の 用 の み に 供 す る 建 築 物 の

部 分 を 構 成 す る 壁 等 に よ り 区 画 す る 場 合（ コ ア タ イ プ 又 は 渡 り 廊 下 タ イ プ ）」

に 適 合 す る 部 分 に よ り 、 建 築 物 が 区 画 さ れ て い る こ と 。  

(２ ) (１ )に 規 定 す る 部 分 を 構 成 す る 防 火 戸 は 遮 煙 性 能 を 有 す る も の で あ る こ

と 。  

(３ ) (１ )に よ り 区 画 さ れ た 部 分 の そ れ ぞ れ の 避 難 階 以 外 の 階 に 、 避 難 階 又 は

地 上 に 通 ず る 直 通 階 段 （ 傾 斜 路 を 含 む 。） が 設 け ら れ て い る こ と 。  

 

（ 参 考 ） 従 前 の 運 用 と の 関 係 性 に つ い て  

 旧消防基準 建築基準 消防基準 

壁 

開口部あり － 防耐火別棟 基準化なし（消防法上、別棟とならない） 

開口部なし 
令第８条 

53 号通知 
想定していない 

令第８条第１号 

規則第５条の２（53 号通知の要件） 

渡り廊下 26 号通知 防耐火別棟 

令第８条第２号 

規則第５条の３

(防耐火別棟の要件) 

令第８条第２号 

告示第７号 

(26号通知の要件) 

地下連絡路 26 号通知 防耐火別棟 
令第８条第２号 

告示第７号（26 号通知の要件） 

洞道 26 号通知 － 
令８条第２号 

告示第７号（26 号通知の要件） 

コア － 防耐火別棟 
令第８条第２号 

規則第５条の３（防耐火別棟の要件） 

※ 防 耐 火 別 棟 ： 建 基 法 第 21条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 、 第 27条 並 び に 第 61条 等 の 適 用

に つ い て  

建 築 物 が ２ 以 上 の 部 分 で 構 成 さ れ る 場 合 に お い て 、 当 該 ２ 以 上

の 部 分 が 火 熱 遮 断 壁 等（ 建 基 令 第 109条 の ８ に 規 定 す る 火 熱 遮 断

壁 等 を い う 。）で 区 画 さ れ て い る 場 合 に は 、当 該 ２ 以 上 の 部 分 を

別 の 建 築 物 と し て 取 り 扱 う こ と と さ れ て い る 。  

※ 2 6 号 通 知：「 消 防 用 設 備 等 の 設 置 単 位 に つ い て 」 (昭 和 50年 ３ 月 ５ 日 付 け 消

防 安 第 26号 )【 廃 止 】  

※ 5 3 号 通 知：「 令 ８ 区 画 及 び 共 住 区 画 の 構 造 並 び に 当 該 区 画 を 貫 通 す る 配 管

等 の 取 扱 い に つ い て 」（ 平 成 ７ 年 ３ 月 31日 付 け 消 防 予 第 53号 ）  

【 廃 止 】  
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４  渡 り 廊 下 等 の 壁 等 の 類 す る も の と し て 消 防 庁 長 官 が 定 め る 壁 等 で 区 画 さ れ

て い る 場 合  

(１ ) 建 築 物 と 建 築 物 が 渡 り 廊 下 に よ り 接 続 さ れ て い る 場 合（ 令 第 ８ 条 第 ２ 号 、

規 則 第 ５ 条 の ３ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 第 ２ 号 、 防 火 上 有 効 な 措 置 が 講 じ ら れ た

壁 等 の 基 準 （ 令 和 ６ 年 消 防 庁 告 示 第 ７ 号 、 以 下 「 告 示 第 ７ 号 」 と い う 。） 第

３ ）  

建 築 物 と 建 築 物 が 渡 り 廊 下 で 接 続 さ れ て い る 場 合 で 、 次 の ア 又 は イ に 適 合

す る 場 合 は 、 別 棟 と し て 取 り 扱 う こ と が で き る も の で あ る こ と 。  

ア  延 焼 防 止 上 有 効 な 距 離 が 確 保 で き る 場 合  

建 築 物 と 建 築 物 が 地 階 以 外 の 階 に お い て 渡 り 廊 下 で 接 続 さ れ て い る 場

合 で 、接 続 さ れ る 建 築 物 相 互 間 の 距 離 が 、１ 階 に あ っ て は ６ ｍ を 超 え 、２

階 以 上 の 階 に あ っ て は 10ｍ を 超 え る も の に つ い て は 、 次 に よ る こ と 。  

（ 第 ４ － 17図 参 照 ）  

な お 、１ 階 と ２ 階 以 上 の 階 が 接 続 さ れ る 場 合 に あ っ て は 、10ｍ を 超 え る

も の と す る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第 ４ － 17図  

 

(ア ) 渡 り 廊 下 は 、 通 行 又 は 運 搬 の 用 途 の み に 供 さ れ 、 か つ 、 可 燃 物 の 存

置 そ の 他 通 行 上 の 支 障 が な い 状 態 の も の で あ る こ と 。  

し た が っ て 、 第 ４ － 18図 の 場 合 は 、 別 棟 取 扱 い は 認 め ら れ な い 。  

 

 

 

 

 

第 ４ － 18図  

 

(イ ) 渡 り 廊 下 の 有 効 幅 員 は 、 接 続 さ れ る 一 方 又 は 双 方 の 建 築 物 の 主 要 構

造 部 の 全 部 ま た は 一 部 に 木 材 、 プ ラ ス チ ッ ク そ の 他 の 可 燃 材 料 を 用 い

た 場 合（ 第 ４ － 19図 に お い て「 木 造 」と い う 。）は ３ ｍ 未 満 、そ れ 以 外

の 場 合 は ６ ｍ 未 満 で あ る こ と 。 た だ し 、 接 続 さ れ る 双 方 の 建 築 物 の 主

要 構 造 部 が 耐 火 構 造 で 、 渡 り 廊 下 が 、 不 燃 材 料 で 造 ら れ た 吹 き 抜 け 等

の 開 放 式 で あ る 場 合 、 こ の 限 り で な い 。（ 第 ４ － 19図 参 照 ）  

渡り廊下  

物置  

１階 

２階 

１階 

２階 

渡り廊下 

10ｍを超える 

１階 

２階 

１階 

２階 

渡り廊下 

６ｍを超える 
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第 ４ － 19図  

 

(ウ ) 建 築 物 相 互 間 の 距 離 は 次 に よ る こ と 。  

ａ  渡 り 廊 下 が 接 続 す る 部 分 の 建 築 物 相 互 間 に 距 離 に よ る 。  

（ 第 ４ － 20図 参 照 ）  

ｂ  渡 り 廊 下 が 接 続 す る 部 分 が 高 低 差 を 有 す る 場 合 の 距 離 は 水 平 投 影

距 離 に よ る 。  

ｃ  建 築 物 相 互 間 の 距 離 が 階 に よ っ て 異 な る 場 合 は 、 接 続 す る 階 に お

け る 距 離 に よ る 。  
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渡り廊下  

６ｍ未満 

木造以外の 

建築物  
木造以外の建築物  

渡り廊下  

３ｍ未満 
木造の  

建築物  

木造の建築物  

又は  

木造以外の建築物  

※ 建築物相互間の距離は ℓ による。 

Ａ棟 

Ｂ棟 

ℓ 

渡り廊下 

渡り廊下 Ａ棟 

Ｂ棟 

ℓ 

Ａ棟 

Ｂ棟 

渡り廊下 

ℓ 
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イ  延 焼 防 止 上 有 効 な 距 離 が 確 保 で き な い 場 合  

建 築 物 と 建 築 物 が 地 階 以 外 の 階 に お い て 渡 り 廊 下 で 接 続 さ れ て い る 場

合 で 、 接 続 さ れ る 建 築 物 相 互 間 の 距 離 が 、 １ 階 に あ っ て は ６ ｍ 以 下 で 、

２ 階 以 上 の 階 に あ っ て は 10ｍ 以 下 の も の に つ い て は 、 次 に よ る こ と 。  

(ア ) ア .(ア )か ら (ウ )に よ る こ と 。  

(イ ) 接 続 さ れ る 建 築 物 の 外 壁 及 び 屋 根 （ 渡 り 廊 下 の 接 続 部 分 か ら そ れ ぞ

れ ３ ｍ 以 内 の 距 離 に あ る 部 分 に 限 る 。 以 下 (ウ )に お い て 同 じ 。） に つ

い て は 、 次 の ａ 又 は ｂ に よ る こ と 。（ 第 ４ － 21、 22図 参 照 ）  

ａ  耐 火 構 造 又 は 防 火 構 造 で 造 ら れ て い る こ と 。  

ｂ  ａ 以 外 の も の に つ い て は 、 耐 火 構 造 若 し く は 防 火 構 造 の 塀 そ の 他

こ れ ら に 類 す る も の 、 閉 鎖 型 ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド を 用 い る ス プ リ

ン ク ラ ー 設 備 （ 特 定 施 設 水 道 連 結 型 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 及 び パ ッ ケ

ー ジ 型 自 動 消 火 設 備 を 除 く 。 以 下 同 じ 。） 又 は ド レ ン チ ャ ー 設 備 で

延 焼 防 止 上 有 効 に 防 護 さ れ て い る も の を い う こ と 。  

※  ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 又 は ド レ ン チ ャ ー 設 備 の 技 術 上 の 基 準 は 令

第 12条 第 ２ 項 の 基 準 の 例 に よ る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － 21図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － 22図  

 

 

３ｍ以内 
３ｍ以内 
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(ウ ) (イ )の 外 壁 及 び 屋 根 に は 開 口 部 を 有 し な い こ と 。 た だ し 、 一 の 接 続

部 に お い て 合 計 面 積 ４ ㎡ 以 内 の 開 口 部 で 防 火 設 備 が 設 け ら れ て い る 場

合 に あ っ て は 、 こ の 限 り で は な い 。（ 第 ４ － 23、 24図 参 照 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － 23図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － 24図  

 

算定対象となる 

渡り廊下接続部 

下階の渡り廊下接続部開口部 

上階の渡り廊下接続部開口部 

：接続部から３ｍの範囲 

：開口部の合計が４㎡以内で

あること。 

３ｍの範囲 ３ｍの範囲 

渡
り
廊
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(エ ) 渡 り 廊 下 の 形 状 及 び 構 造 は 、 次 に よ る こ と 。  

ａ  直 接 外 気 に 開 放 さ れ て い る 渡 り 廊 下 の 場 合  

(ａ ) 建 築 物 と の 接 続 部 に は 防 火 戸 （ 防 火 シ ャ ッ タ ー を 含 み 、 耐 火 ク

ロ ス ス ク リ ー ン 及 び ド レ ン チ ャ ー を 除 く 。 以 下 同 じ 。） が 設 け ら

れ て い る こ と 。 ☜  

(ｂ ) 次 の い ず れ か に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  

ⅰ  渡 り 廊 下 の 長 さ が １ ｍ 以 上 で あ り 、 廊 下 の 両 端 の 上 部 が 天 井

高 の 1/2以 上 又 は 高 さ １ ｍ 以 上 廊 下 の 全 長 に わ た っ て 直 接 外 気

に 開 放 さ れ た も の  

ⅱ  渡 り 廊 下 の 長 さ が １ ｍ 以 上 で あ り 、 廊 下 の 片 側 の 上 部 が 天 井

高 の 1/2以 上 又 は 高 さ １ ｍ 以 上 廊 下 の 全 長 に わ た っ て 直 接 外 気

に 開 放 さ れ た も の で 、 か つ 、 廊 下 の 中 央 部 に 火 災 及 び 煙 の 伝 送

を 有 効 に 遮 る 構 造 で 天 井 面 か ら 50㎝ 以 上 下 方 に 突 出 し た 垂 れ 壁

を 設 け た も の  

ｂ  ａ 以 外 の 場 合  

(ａ ) 建 基 令 第 １ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 を 鉄 骨

造 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 又 は 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 と し 、 そ の

他 の 部 分 を 準 不 燃 材 料 で 造 っ た も の で あ る こ と 。  

(ｂ ) 建 築 物 の 両 端 の 接 続 部 に 設 け ら れ た 開 口 部 の 面 積 は い ず れ も ４

㎡ 以 下 で あ り 、 当 該 部 分 は 防 火 戸 で 、 随 時 開 く こ と が で き る 自 動

閉 鎖 装 置 付 の も の 又 は 煙 感 知 器 等 の 作 動 と 連 動 し て 自 動 的 に 閉 鎖

す る 構 造 の も の が 設 け ら れ て い る こ と 。  

な お 、 防 火 設 備 が シ ャ ッ タ ー で あ る 場 合 は 、 当 該 シ ャ ッ タ ー に

近 接 し て 「 防 火 区 画 に 用 い る 防 火 設 備 等 の 構 造 方 法 を 定 め る 件 」

（ 昭 和 48年 建 設 省 告 示 第 2563号 ） に 規 定 す る 防 火 戸 を 設 け る こ

と 。  

(ｃ ) 次 の ⅰ 又 は ⅱ に 示 す 排 煙 設 備 が 排 煙 上 有 効 な 位 置 に 、 火 災 の 際

容 易 に 接 近 で き る 位 置 か ら 手 動 で 開 放 で き る よ う に 又 は 煙 感 知 器

等 の 作 動 と 連 動 し て 開 放 す る よ う に 設 け ら れ て い る こ と 。 た だ

し 、 閉 鎖 型 ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド を 用 い る ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 又

は ド レ ン チ ャ ー 設 備 が 設 け ら れ て い る も の に あ っ て は こ の 限 り で

は な い 。  

ⅰ  自 然 排 煙 用 の 開 口 部 は 次 に よ る こ と 。（ 第 ４ － 25図 参 照 ）  

(ⅰ ) 屋 根 又 は 天 井 に 設 け る 場 合 は 、 渡 り 廊 下 の 幅 員 の 1/3以 上

の 幅 で 長 さ １ ｍ 以 上 の も の  

(ⅱ ) 外 壁 に 設 け る 場 合 は 、 そ の 両 側 面 に 渡 り 廊 下 の 1/3の 長 さ

で 高 さ １ ｍ 以 上 の も の  

な お 、 渡 り 廊 下 の 長 さ は 、 廊 下 幅 員 の 中 心 を 通 る 線 で 判 定

す る も の で あ る こ と 。（ 第 ４ － 26図 参 照 ）  

(ⅲ ) 開 口 面 積 の 合 計 は １ ㎡ 以 上 で あ る こ と 。  
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第 ４ － 25 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － 26図  

 

ⅱ  機 械 排 煙 設 備 は 、 渡 り 廊 下 の 内 部 の 煙 を 有 効 に 、 か つ 、 安 全

に 外 部 へ 排 除 す る こ と が で き る も の で あ り 、 電 気 で 作 動 さ せ る

も の に あ っ て は 非 常 電 源 が 附 置 さ れ て い る こ と 。  

な お 、 機 械 排 煙 設 備 に つ い て は 、 消 防 法 で 排 煙 設 備 が 義 務 と

な る 場 合 を 除 き 、 建 基 法 の 基 準 に 基 づ き 設 置 す る こ と 。  

（屋根又は天井に設ける場合） 

Ａ 

排煙口 

ａ 

ｂ 

渡り廊下 
ｂ≧１ｍ 

ａ≧1/3Ａ 

（外壁に設ける場合） 

Ａ 

排煙 ａ 

ｂ 

※両側に必要 

ｂ≧1/3Ａ 

ａ≧１ｍ 

廊下幅員の 

中心を通る線 

Ｂ
棟 

Ａ
棟 
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(オ ) 建 築 物 と 建 築 物 の 屋 上 （ 屋 上 駐 車 場 を 含 む 。） が 開 放 式 の 渡 り 廊 下

で 接 続 さ れ る 場 合 で 次 に 適 合 す る 場 合 に あ っ て は 、 (ア )か ら (エ )の 基

準 に 係 わ ら ず 別 棟 と す る こ と が で き る も の と す る 。（ 一 方 が 屋 上 で あ

る 場 合 を 含 む 。） (第 ４ － 27図 参 照 ) 

ａ   接 続 さ れ る 建 築 物 は 耐 火 建 築 物 で あ る こ と 。  

ｂ   渡 り 廊 下 は 幅 員 ６ ｍ 未 満 で 、 構 造 は 不 燃 材 料 で 造 ら れ た も の で あ

る こ と 。  

ｃ  渡 り 廊 下 と 建 築 物 の 接 続 部 の 下 方 周 囲 ３ ｍ の 範 囲 は (ウ )の 基 準 に

適 合 す る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － 27図  

 

(カ ) 渡 り 廊 下 接 続 部 の 直 下 が オ ー バ ー ハ ン グ や ピ ロ テ ィ 等 で 外 壁 を 有 し

て い な い 場 合 の (イ ).ａ 及 び ｂ に 規 定 す る 接 続 部 か ら そ れ ぞ れ ３ ｍ 以

内 の 距 離 に あ る 部 分 の 取 り 扱 い は 、 原 則 と し て 図 の Ａ 及 び Ｂ の 部 分 と

す る 。 た だ し 、 図 の Ｃ 及 び Ｄ 部 分 を 通 行 の 用 の み に 供 し 、 屋 内 的 用 途

（ 駐 車 場 、 荷 捌 き 場 等 ） と し て 使 用 し な い 場 合 は 、 図 の ａ 及 び ｂ 部 分

と す る こ と が で き る 。（ 第 ４ － 28図 参 照 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － 28図  

 

 

 

 

 

10ｍ以下 

屋上 屋上 渡り廊下 

GL 

接続部から下方３ｍの範囲 

開口部の合計が４㎡以内 

渡り廊下(６ｍ未満) 

渡り廊下 

GL 

Ｄ Ｃ 

Ａ Ｂ ｂ ａ 

10ｍ以下 
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(２ ) 建 築 物 と 建 築 物 が 地 下 連 絡 路 に よ り 接 続 さ れ て い る 場 合 （ 令 第 ８ 条 第 ２

号 、 規 則 第 ５ 条 の ３ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 第 ２ 号 、 告 示 第 ７ 号 第 ４ ）  

建 築 物 と 建 築 物 が 地 下 連 絡 路 （ 通 路 で そ の 全 部 又 は 出 入 口 以 外 の 部 分

が 地 下 に 設 け ら れ て い る も の 。 以 下 同 じ 。） で 接 続 さ れ て い る 場 合 で 、 次

の ア か ら コ ま で に 適 合 す る 場 合 は 、 別 棟 と し て 取 り 扱 う こ と が で き る も

の で あ る こ と 。  

な お 、地 下 連 絡 路 の 天 井 部 分 が 直 接 外 気 に 常 時 開 放 さ れ て い る も の（ い

わ ゆ る ド ラ イ エ リ ア 形 式 の も の ） に つ い て は 、 (１ )に よ る こ と 。  

ア  接 続 さ れ る 建 築 物 又 は そ の 部 分 （ 地 下 連 絡 路 で 接 続 さ れ て い る 階 を

い う 。） の 特 定 主 要 構 造 部 は 、 耐 火 構 造 で あ る こ と 。  

イ  地 下 連 絡 路 は 、通 行 又 は 運 搬 の 用 途 の み に 供 さ れ 、か つ 、可 燃 物 品 等

の 存 置 そ の 他 通 行 上 支 障 が な い 状 態 の も の で あ る こ と 。  

ウ  地 下 連 絡 路 は 、耐 火 構 造 と し 、そ の 壁 及 び 天 井（ 天 井 が な い 場 合 に あ

っ て は 、屋 根 ）の 室 内 に 面 す る 部 分（ 回 り 縁 、窓 台 そ の 他 こ れ ら に 類 す

る 部 分 を 除 く 。） 並 び に 床 の 仕 上 げ を 不 燃 材 料 で し 、 か つ 、 そ れ ら の 下

地 を 不 燃 材 料 で 造 っ た も の と す る こ と 。  

エ  地 下 連 絡 路 の 長 さ （ 地 下 連 絡 路 の 接 続 さ れ て い る 部 分 に 設 け ら れ た

出 入 口 相 互 間 の 距 離 を い う 。） は ６ ｍ 以 上 と し 、 そ の 幅 員 は ６ ｍ 未 満 と

す る こ と 。た だ し 、双 方 の 建 築 物 の 接 続 部 に 閉 鎖 型 ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ

ド を 用 い る ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 又 は ド レ ン チ ャ ー 設 備 が 延 焼 防 止 上 有

効 な 方 法 に よ り 設 け ら れ て い る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

（ 第 ４ － 29図 参 照 ）  

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － 29図  

 

オ  建 築 物 と 地 下 連 絡 路 と は 、 当 該 地 下 連 絡 路 の 両 端 の 出 入 口 の 部 分 を

除 き 、 開 口 部 の な い 耐 火 構 造 の 床 又 は 壁 で 区 画 さ れ て い る こ と 。  

カ  オ の 出 入 口 の 開 口 部 の 面 積 は い ず れ も ４ ㎡ 以 下 で あ る こ と 。  

キ  オ の 出 入 口 に は 、 特 定 防 火 設 備 で 随 時 開 く こ と が で き る 自 動 閉 鎖 装

置 付 の も の 又 は 随 時 閉 鎖 す る こ と が で き 、か つ 、煙 感 知 器 等 の 作 動 と 連

動 し て 閉 鎖 す る も の が 設 け ら れ て い る こ と 。  

ク  地 下 連 絡 路 は 、 内 部 の 煙 を 有 効 か つ 安 全 に 外 部 へ 排 除 で き る 非 常 電

源 を 附 置 し た 機 械 排 煙 設 備 (４ .(１ ).イ .(エ ).ｂ .(ｃ ).ⅱ に よ る こ と 。)

が 設 け ら れ て い る こ と 。た だ し 、地 下 連 絡 路 に 閉 鎖 型 ス プ リ ン ク ラ ー ヘ

ッ ド を 用 い る ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 設 け ら れ て い る 場 合 は こ の 限 り で は

な い 。  

建築物 建築物 地下連絡路 

６ｍ以上 

６ｍ未満 

両接続部にスプリンクラー設備等が設置

されている場合を除く 
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ケ  地 下 連 絡 路 の 例 は 、 建 築 物 の 地 階 同 士 を 接 続 す る 場 合 の ほ か 、 第 ４

－ 30図 か ら 第 ４ － 32図 を 参 照 す る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － 30図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － 31図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － 32図  

 

コ  第 ４ － 30図 の 場 合 、 当 該 地 下 連 絡 路 の う ち 天 井 が 地 上 に 露 出 す る 部

分 が 過 半 で 、 か つ 、 天 井 が 地 上 に 露 出 し な い 部 分 の 長 さ が ３ ｍ 以 内 で

あ る 場 合 の 当 該 地 下 連 絡 路 の 排 煙 設 備 は 、 ４ .(１ ).イ .(エ ).ｂ .(ｃ ).

ⅱ の 規 定 に よ る こ と が で き る こ と 。  

 

３階 

２階 

１階 

地下１階 

２階 

１階 

地下１階と１階を接続する場合 

（地下連絡路の天井が途中から地上に露出する。） 

３階 

２階 

１階 

地下１階 

２階 

１階 

地下１階と１階部分を地下で接続する場合 

４階 

３階 

２階 

１階 

２階 

１階 

１階部分同士を地下連絡路で接続する場合 
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(３ ) 建 築 物 と 建 築 物 が 洞 道 に よ り 接 続 さ れ て い る 場 合 （ 令 第 ８ 条 第 ２ 号 、 規

則 第 ５ 条 の ３ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 第 ２ 号 、 告 示 第 ７ 号 第 ５ ）  

建 築 物 と 建 築 物 が 洞 道（ 換 気 、暖 房 若 し く は 冷 房 の 設 備 の 風 道 、給 水 管 、

排 水 管 、 配 電 管 そ の 他 の 配 管 類 又 は 電 線 類 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の を 敷

設 す る た め に 地 中 に 設 け ら れ た も の を い う 。以 下 同 じ 。）で 接 続 さ れ て い る

場 合 で 、 次 の ア か ら オ ま で に 適 合 す る 場 合 は 、 別 棟 と し て 取 り 扱 う こ と が

で き る も の で あ る こ と 。（ 第 ４ － 33図 参 照 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － 33図  

 

ア  洞 道 は 耐 火 構 造 又 は 防 火 構 造 と し 、そ の 内 側 の 仕 上 げ を 不 燃 材 料 で し 、

か つ 、 そ れ ら の 下 地 を 不 燃 材 料 で 造 っ た も の と す る こ と 。  

イ  洞 道 は 、洞 道 が 接 続 さ れ て い る 部 分 に 設 け ら れ た 開 口 部 及 び 当 該 洞 道

の 点 検 又 は 換 気 の た め の 開 口 部（ 当 該 洞 道 が 接 続 さ れ て い る 建 築 物 内 に

設 け ら れ る も の に 限 る 。） を 除 き 、 開 口 部 の な い 耐 火 構 造 の 床 又 は 壁 で

区 画 さ れ て い る こ と 。  

ウ  洞 道 内 の 風 道 、配 管 、配 線 等 が 建 築 物 内 の 耐 火 構 造 の 壁 又 は 床 を 貫 通

す る 場 合 は 、風 道 、配 管 、配 線 等 と 当 該 貫 通 す る 部 分 の 隙 間 を 不 燃 材 料

で 埋 め る こ と 。た だ し 、洞 道 の 長 さ が 20ｍ を 超 え る 場 合 に あ っ て は 、こ

の 限 り で は な い 。  

エ  ア の 点 検 の た め の 開 口 部 に は 、防 火 戸（ 開 口 部 の 面 積 が ２ ㎡ 以 上 の も

の に あ っ て は 、自 動 閉 鎖 装 置 付 の も の に 限 る 。）が 設 け ら れ て い る こ と 。  

オ  ア の 換 気 の た め の 開 口 部 の 面 積 は 、２ ㎡ 以 下 と す る こ と 。こ の 場 合 に

お い て 、常 時 開 放 状 態 に あ る も の に あ っ て は 、防 火 ダ ン パ ー が 設 け ら れ

て い る こ と 。  

ＧＬ 

洞道 

建築物 建築物 

 

 

洞道 

 

配線等 
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５  そ の 他 取 扱 い に つ い て  

(１ ) 渡 り 廊 下 の 床 面 積 の 取 扱 い に つ い て  

別 の 防 火 対 象 物 と し て 取 り 扱 う 場 合 の そ れ ぞ れ の 防 火 対 象 物 の 延 べ 面 積

の 算 定 に つ い て は 、 原 則 と し て 渡 り 廊 下 等 の 床 面 積 を 別 と み な さ れ る 防 火

対 象 物 の 延 べ 面 積 に 応 じ て 按 分 し 、 そ れ ぞ れ の 防 火 対 象 物 に 帰 属 さ せ る こ

と 。 ま た 、 渡 り 廊 下 等 に お け る 消 防 用 設 備 等 の 設 置 に つ い て は 、 原 則 と し

て 上 記 の 渡 り 廊 下 等 が 帰 属 す る 防 火 対 象 物 の う ち 、 延 べ 面 積 が 大 な る 防 火

対 象 物 に 適 用 さ れ る 消 防 用 設 備 等 の 技 術 基 準 に 適 合 さ せ る こ と 。  

な お 、 上 記 原 則 に よ る ほ か 、 別 の 防 火 対 象 物 と み な さ れ る そ れ ぞ れ の 防

火 対 象 物 の 管 理 権 原 者 が 異 な る 場 合 等 に お い て は 、 実 情 に 応 じ た 取 扱 い と

す る こ と が で き る こ と 。  

(２ ) 増 築 又 は 改 築 の 判 断 に つ い て  

法 第 17条 第 １ 項 の 消 防 用 設 備 等 の 技 術 上 の 基 準 を 遡 及 し て 適 用 さ れ る こ

と と さ れ て い る 法 第 17条 の ２ の ５ 第 ２ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 消 防 用 設 備 等 に

つ い て 、 令 第 34条 の ２ に 定 め る 増 築 又 は 改 築 並 び に 令 第 34条 の ３ に 定 め る

大 規 模 の 修 繕 又 は 模 様 替 え（ 以 下「 増 築 等 」と い う 。）の 判 断 に あ た っ て は 、

一 の 防 火 対 象 物 で 判 断 す る こ と に な る が 、 当 該 消 防 用 設 備 等 が 設 置 さ れ て

い る 防 火 対 象 物 が 別 の 防 火 対 象 物 と み な さ れ る 場 合 、 そ の 部 分 ご と に 増 築

等 も 別 の も の と し て 判 断 す る こ と 。  

(３ ) 令 第 ８ 条 に 規 定 す る 区 画 を 適 用 し た 建 築 物 の 消 防 用 設 備 等 の 設 置 に つ い て  

令 第 ８ 条 に 規 定 す る 区 画 を 適 用 し た 建 築 物 の 消 防 用 設 備 等 の 設 置 に つ い

て は 、 以 下 の 例 を 参 考 と す る こ と 。  

ア  区 画 さ れ た 部 分 に 応 じ て 、 消 防 用 設 備 等 を 設 置 す る こ と 。  

 

【例１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：延べ面積2,500㎡の(15)項の防火対象物として該当する消防用設備等を設置する 

Ｂ：延べ面積1,000㎡の(４)項の防火対象物として該当する消防用設備等を設置する 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

(15)項  

（ 2, 500㎡ ）  

Ｂ 

(４ )項  

（ 1, 000㎡ ）  

令８－１号区画 
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イ 区画された部分ごとにその階又は階数に応じて、消防用設備等を設置すること。 

 

【例２】    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：階数11の防火対象物として該当する消防用設備等を設置する。 

Ｂ：階数６の防火対象物として該当する消防用設備等を設置する。 

 

 

【例３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：階数３の防火対象物として該当する消防用設備等を設置する。 

Ｂ：階数11の防火対象物として、また、ｂ部分は４階として該当する消防用設備等を設置する。 

 

 

 

 

(４) 渡り廊下等で接続される各建築物への階段等の設置について☜ 

４.(１)から(３)の規定により、渡り廊下、地下連絡路又は洞道で接続される各建築物

には、それぞれの避難階以外の階に、避難階又は地上に通ずる直通階段（傾斜路を含む。）

が設けられていること。 

(５) 建築物相互間が空調等のダクトで接続されている場合について☜ 

建築物相互間が空調等のダクトで接続されている場合、当該ダクトと建物外壁が接する

部分に防火ダンパーを設けること。 

なお、煙感知器の作動と連動して閉鎖する防火ダンパーを設置する場合は、１ヵ所に設

ければ足りるものとする。 

 

 

Ａ 11Ｆ 

Ｂ ６Ｆ 

GL 

Ａ ３Ｆ 

Ｂ 11Ｆ ｂ 

GL 
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(６) 渡り廊下等の庇又は屋根の重なりについて☜ 

建築物同士が屋根又は庇（以下「庇等」という。）により重なっている場合の別棟の取り

扱いについては、次によること。（第４－34 図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － 34図  

Ｂ≧ 
１ 

２ 
Ａ かつ Ｂ≧10 ㎝ 

Ａ 

Ｂ 

庇等の構造は不燃材料であること。 


